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2教 総 第 97号
令和 2年 11月 1′ 7日

長崎県知事  様

長崎県教育委員会教育長

令和 2年 11月 定例会に提出される議案に対する教育委員会の意見について

令和 2年 11月 17日 付け 2財第 59号で意見の聴取を求められた下記の議案等

については、作成されて差し支えありません。

記

O令和 2年度長崎県一般会計補正予算 (第 9号)の うち関係部分

○公の施設の指定管理者の指定について (3件)

○「長崎県総合計画チェンジ&チャレンジ2025について」のうち関係部分

Tl―



2財 第 59号
令和 2年 11月 17日

長崎県知事 中村 法道

議案に対する教育委員会の意見の聴取について

.下記あとおり、県議会に教育委員会関係議案を提出する予定ですので、地方教育行政の

組織及ひ～達皆tと関する法律 (昭和 31年法律第 162号)第 29条の規定により貴委員

会の意見を求めます。             !

記

議案名等  :

6令和2年度長時阜■般会計補正予纂 (第 9号 )「 のうち関係部分

O公の施設の指定管理者の指定について (3件) :     !
OI「長崎県総合計画チエンジ&チ辛レクィジ2025にういて」のうち関係部分

長崎県教育委員会教育長  様

2 上程県議会

令和 2年 11月 定例会

韻鮎甥
葵藝畢
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令和 2年度 11月補正予算の概要について

[第 122号議案 令和 2年度長崎県一般会計補正予算 (第 9号)関係部分]

呵 補正の内容

(1)校舎等整備費 (特支)【予算計上課 :教育環境整備課】

(補正予算額 :12,904千 円) :

諫早特別支援学校の疎築工事等については、今年度第3棟、第4棟の改修工事

に着手していたが、建物の隠れた部分の著しい劣化等により、第3棟の長寿命化

改修工事が困難であることが判明して改築工事への計画変更となったため、その

改築工事等にかかる設計を実施

【具体的な内容】

(変更前のR2年度整備計画)

(変更後の整備計画)

改築工事

lR2～R3設計

1・

解体工事

年度完了) (R2年度完了)

改修工事

1ヒ

体育館

-3と

、R4～ 工事):



(2)教科等教育指導費 【予算計上課 :高校教育課】

(補正予算額 :6,000千 円)

県立学校の修学旅行において(新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、、生徒

の安全等を考慮し中止せざるを得なくなつた場合のキャンセル料について保護

者に対し補助

【具体的な内容】                   :
。令和2年12月 ～令和3年3月 に実施予定の学校のキャンセル料

(1%相当分)              :
。高等学校58校(特別支援学校 11校   (
※県立中学校については修学旅行実施済み

(3)高校生の離島留学推進事業費 【予算計上課 :高校教育課】

(補正予算額 :2,492千円)

離島での新型コロナタイルス感染症の感染拡大防止のため、離島留学生のうち

島外の生徒が冬休みに帰省後、帰島した際に、PCR検査を実施

【具体的な内容】

16,500円  氷 151人  ≒ 2,492=千 円

(PCR検査費用)(親元を離れて渾学している島外の離島聟学生)

(4) コ ロ ナ 事業費 【予算計上課 :

(補正予算計上額 :16, 890千円)

県立学校の冬場以降の感染症対策に備えるために必要な保健衛生用品を整備

(5) 職 昌給 の 1島不 犀調整 (為障正 予 鍾 箱 : R20_ 289 千 田Ⅲ

①特別職職員及び事務局職員給与費 【総務課】 24,284千円

(社会教育及び保健体育関係職員を除く。)   |
当初 :1,118,368千円 ⇒ 補正後 :1,142,652千円

】
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②教職員給与費 【教職員課】 △305,71む千円

(小 。中,高校・特別支援学校教職員分)

【教職員給与費】 単位 :千円

当初 補正 補正後

小学校費 46,047,946 △  117,370 45,930,576

中学校費 27,902,786 △  168,276 27,734,510

高等学校費 22,465,020 4,670 22,469,690

特別支援学校費 9,467,039 △  24,742 9,442,297

計 105,882,791 △  305,718 105,577;073

③社会教育関係職員給与費 【生涯学習課】 △46,285千 円

当初 :693,142千円 ⇒ 補正後 :646)857千円

④保健体育関係職員給与費 【体育保健課】  7,430千円

当初 :162,152千円 ⇒ 補正後 i169,5｀82千 円   イ

(6)債務負担行為の設定

①教育環境整備課 (債務負担行為限度額 :30, 108千円)

諫早特別支援学校改築工事等にかかる設計業務委託について、業務完了が来年

度となるため債務負担行為を設定

②生涯学習課(体育朱健課

複数年度にわたりヽ 公の施設の指定管理者を指定するにあたり、県負担金につ

いて債務負担行為を設定

施設名称 限度額 期 間

長崎県立佐世保青少年の天地

長崎県立千々石少年自然の家

長崎県立世知原少年自然の家

880,835
令和 3年度から
令和 7年度まで

長崎県立西彼青年の家 86,710
令和 3年度から
令和 7年度まで

長崎県立対馬青年の家 76,o02 3年度から
7年度まで

和
和

令
令

長崎県立総合体育館

長崎県営野球場

長崎県小江原射撃場

870,000 令和 3年度から
令和 7年度まで

長崎県立総合体育館県北 トレーニング室

長崎県立武道館    、
98,135 令和 3年度から

令和 7年度まで
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(7)
(繰越明許費 :18, 607千円)

台風 10号により被害を受けた県享学校の災害復旧工事にういて、年度内に

適二な工期を確保することが困難であるためと

。工島南高校
。北松西高校

グラランド等フェンス改修ェ事

屋上防水改修工事

10,
8,

4′94千円

113千 円

2 補正予算の総額

《一般会計》 (単位 :千円)

所属
現計予算

①

11月 補正

②

補正後

③ (① +② )

11月 補正の

財源内訳

総務課 2,262,643 24,284 2,286,927 二
財 24,284

教育環境

整 備 課
8,942∫ 965 12,904 s,955,869

県債 121700

一財 204

教職員課 119,293,152 △ 305,718 118,987,434 △305,718

高校教育課 2,544,193 8,492 2,552,685 国庫 8,492

生涯学習課 1,718,138 △ 46,285 1,671,853 ‐財 △46,285

体育保健課 1,538,718 24,326 1,563;044
国庫 16,896

二
財 7 430

教育庁計 137,502,317 △281,997 137,220,320
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案件事

課

Ｉ
Ｎ
司

議案書

頁の

条 31

い
口要

1 提案理由                               ―

長崎県立佐世保青少年の天地、長崎県立千々石少年自然の家及び長崎県立世知原少年自然の家の指
定管理者の指定については、

1地
方自治法第244条の2第 6項、長崎県立佐世保青少年の天地条例第

5条及び長崎県立少年自然の寡条例第S条の規定によりヽ あらかじめ議会づ議決を経る必要があると

2 公の施設の名称

長崎県立佐世保青少年の天地

長崎県立千々石少年自然の家
r長崎県立世知原少年自然の家

3‐ 指定管理者 となる団体の名称

佐世保市J烏帽子町 376番 地

特定非営利活動法人 景崎県青少年体験活動推導協会
理事長 鶴崎 耕下

4 指定の期間

令和 3年 4月 1日 から令和 8年 3月 31日 まで

件   名

(第 142号議案 )

公の施設の指定管理者の

指定について



案件事

―
∞
Ｉ

議案書
の

久
木 32

一
口要

1 提案理由

長崎県立西彼青年の家及び長崎県立対馬青年の家の指定管理者の指定についてはt地方 自治法第

244条 の 2第 6項及び長崎県立青年の家条例第 5条9規定により、あらかじめ議会の議決を経る必

要がある。                                     |

2 公の施設の名称
(1)長崎県立西彼青年の家
(2)長崎県立封馬青年の家

3 指定管理者となる自体の名称

(1)西海市酉海町太甲和郷4690-10
西彼青年の家施設運営協会

会長 渡邊 久範

(2)封馬市峰町三根 1186番地

対馬青年の家施設運営協会

会長 比田勝 尚喜

4 指定の期間        :       !
いずれも令和3年 4月 1日 から令和8年 3月 31日 まで

件   名

(第 143号議案)

公の施設の指定管理者の

指定について



案件事

！
〕
Ｉ

議案書

頁の

条 33

一
日要

1 提案理由     
―

:長崎県体育施設の指定管理者の指定については、地方自治法第 244条の 2第 6項及び長崎県体育
施設条例第 5条の規定により、あらかじめ議会の議決を経る必要がある。

2 公の施設の名称

(1)長崎県立総合体育館(長崎県営野球場(長崎県小江原射撃場
(2)長崎県立総合体育館県北トレーニング室、長崎県立武道館

3 指定管理者 となる団体の名称

(1)長崎市淵町 2番 25号
長崎DSIス ポーツ協会グルィプ

ー (長崎ダイヤモン ドスタンフ株式会社、公益財団法人

代表者 長崎ダイヤモンドスタッフ株式会社

代表取締役社長 大熊 稔幸

(2)佐世保市椎木町無番地          、
公益財団法人 佐世録市体育協会

会長 吉澤 俊介

長崎県スポ‐ツ協会)

4 指定の期間
いずれも令和β年 4月 1日 :か ら令和 8年 3月 31日 まで

件    名

(第144号議案)

公の施設の指定管理者の

指定について



長崎県総合計画 チェンジ&チヤレンジ2025(窯)の概要  (R2.11月 )

田

Ｉ
Ｐ
Ｏ
！

②地域の特徴や資源を活かし、夢や希望の
持てるまちをdる

翌3づくりの 種

イフスタイ,レの音及
づくり

①人口減少に対応できる持擦可能な逸増を
謝る

③安全安心で快適かれ 壊を創る

3.夢輔 掘のある基 、

(うと0ある携 七日りこ明HへaⅢo

人
・産
業
Ｂ地
域
を
結
び
、
新
た
な
時
代
を
生
き
抜
く
力
強
い
長
崎
県
づ
く
り

①暗者の県内定着、地城で活題する人材の
青成を目る

基本戦略

②変歳人口納 大し、海外の活方を取り込む

③環境変化に対応し、一雄 業を活性化する

●
一

!百を支 援 す る J体制 づ くり

つた人柄づくり

育 の 権 亀

:人材 の 百 腹

力 の 同 工 、移 仁 書 の 霧 野 の IA

)と情

郷土を重する③長崎県の未来を餌る子ども、
人を育てる    ｀

②移住対策の充典〔関係八日の幅広い活用
を推追する

E央笠私察の羅還

E

tの継通

巴・百 症

O新い 時ヽ代に対応晩 力強いと集を育てる

となノつ`さき しまの
創生フロシェクト

2アシア・国際朝略

S新幹線Pテヨ業効興
キFム 大フロシェクト

41]遭 康長毒日本一

フロシェクト

うスマートネ1会
実現フロジェクト

0人不を確保・症醤
フヨシェクト

7受善かられを
ごるフロシェクト

0印 はまち・ひと・しごと創生総合戦略

と共通の体系



2教 総 第 98号
令和 2年 11月 24H

長崎県知ミ 様

長崎県教育委員

令和2年 11月 定例会に提出される議案に対する教育委員会の意見について

令和 2年 11月 24日 付け2財第59号で意見の聴取を求められた下記の議案等

については、作成されて差し支えありません。           ィ

記

○令和2年度長崎県一般会計補正予算 (第 19号)のうち関係部分

○職員の給与に関する条例等の二部を改正する条例のうち関係部分

県

買
蚕



2財 第 59号
令和 2年 11月 24日

長崎県教昔委員会教育長  様

長崎県知事 中村 法道

議案に対する教育委員会の意見の聴取について

下記のとおり、県議会に教育委員会関係議案を提出する予定ですので、地方教育行球の

組織及び運営に関する法律 (昭和31年法律第162号)第 29条の規定により貴委員

会の意見を求めますき        :

記

1 議案名等

0苓和 2年度長崎県二般会計補I予算
｀
(第 10号)の うち関係部分

O職員の給与に関する条例等の二部を改正する条例のうち関係部分

2 上程県議会

令和 2年 11月 定例会

韻鰯鶏
葵覇尋
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[第 166号議案 令和2年度長崎県一般会計補正予算 (第 10号)関係部分]

1 補正の内容

(1) 職員給与費の給与改定  (補正 予算額 :△ 297,9216千 円)

① 特別職職員及び事務局職員給与費 【総務課】

(社会教育及び保健体育関係職員を除くど)

△ 3,314千 円

過不足後 :1,142,652千 円 ⇒ 補正後 :1,139,338千円

② 教職員給与費 【教職員課】

(小・中・高校 ,特別支援学校教職員分)     |
【教職景給与費】     :        単位 :千円

過不足後 補正 補正後

小学校費 45,980,576 △  127,966 45,802,610

中学校費 27,734,510 △ 76,184 27;658,326

高等学校費 22,469,690 △  61,506 22,408,184

特別支援学校費 9,442,297 △  26,557 9,415,740

計 105,577,073 △  292,213 105,284,860

③ 社会教育関係職員給与費 【生涯学習課】   !△ 1,8心4千 円

過不足後 :646,857千円 ⇒ 補正後 :644,973千 円   :
④ 保健体育関係職員給与費 【体育保健課】     △515千 円

過不足後 :169;582千円 ⇒ 補正後 :169,067千円

※金額には退職手当を含む

【教育庁全体】 過不足後 補 正 補 正 後

金 .額 119,685,192=千k円 △297,926千 円 119,387,266千 円
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2 補正予算の総額

《一般会計》 (単位 :千円)

所属
現計予算

①

11月 補正

②

補正後

③ (①キ②)

11月 補正の

財源内訳

総務課 2,286,927 △ 3,314 2,283,613 二
財 △ 3,314

教職員課 118,987,434 △ 292,213 118,695,221 二
財 △ 292,213

生涯学習課 1,6‐71,853 △ 1,884 1,669,969 一財 △ 1,884

体育保健課 1,563,044 △ 515 1,562.529 ―財 △515

教育庁計 137,220万 329 △297,926 136,922,394
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例条 案

総務課 P教職員課

司
Ｐ
頓
ｌ

議案書

の 頁

条 1

要 』
日

1.改正要旨
県人事委員会による令和 2年 10月 21日 付けの「職員の給与に関する報告及び勧告」並

びに国家公務員の給与の取扱いの状況等を踏まえ、職員の給与改定等を実施するため、
関係条例を改正しようとするもの

2.改正内容
(1)職員の給与に関する条例の一部改正 (第 1条、第 2条、第 3条、第 4条関係 )

ア 期末・勤勉手当の改定
。一般職員 年間の支給月数 4.50月 分 →  4.45月 分 (▲ 0.05月 )

( )は改正前の支給月数

・ 特定幹部職員  年 間の支給月数  4.50月 分 → 4.45月 分 (▲ 0.05月 )

合 計

合 計

4.45
(4.50 )

4.45

勤 勉

1:90

1`90

期 末

2.55
(2.60 )

2.55

12月 期

小 計

2.20
(2.25 )

2.225

勤 勉

0.95

0。 95

期末

(

1

1.

25
30 )

1.275

6月 期

小 計

2.25

2.225

勤勉

0.95

0。 95

期 末

1.30

1.275

令和 2年度

令和 3年度

合計

合計

4.45
(4.50 )

4.45

勤勉

2.30

2,30

期 末

2,15
(2.20 )

2.15

12月 期

小計

2 20
25(2 )

2.225

勤勉

1.15

1.15

期 末

1

1.

05
10( )

1.075

6月 期

小 計

2.25

2.225

勤勉

1:15

1.15

期 末

1,10

1.075

令和 2年度

令和 3年度

( )は改正前の支給月数

件    名

第 159号 議案

職員の給与に関する

条例等の一部を改正

する条例の うち関係

部分
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イ 勤務 1時間当たりの給与額の算出方法の見直し      `
・時間外勤務手当等の単価となる 1時間当たりの給与額の算出方法について、分

母の休 日相当日数を 18日 として計算していたものを、各年度の実体 日日数に

応 じて計算するよう見直し

勤務 1時間当た りの給与額
=(給料月額 +地域手当十人事委員会規則で定める手当)× 12月

38.75時 間×52週 -7.75時 間×18日
→実体 日口数

(2)一般職|の 任期付職員の採用等に関する条例の工部改正 (第 o条及び第 6条関係 )

期末手当の改定
・特定任期付職員 ｀

年間の支給月数 3.40月 分 → 3.35月 分 (▲ 0.05月 )

(3)長 崎県教育委員会教育長の給与、旅費t勤務時間その他の勤務条件に関する条例|
の一部改正 (第 11条及び第12条関係)   ` /   1
期末手当の改定
。教育長の期末手当の支給月数を国の指定職俸給表適用者 (事務次官等)に準 じて

改定                             フ.

年間の支給月数 3.40月 分 → 3.35月 分 (▲ 0,05月 )

合 計

3.35

(3.40 )

3.35

12月 期

1.65

(1。 70 )

1.675

6月 期

1.70

1.675

令和 2年度

令和 3年度

( )は改正前の支給月数

(4)会計年度任用職員の報酬等に関する条例のイ部改正 (第 13条関係 )

期末手当の支給月数の引下げに伴い、所要の改正を行 うもの



3.実施時期

実施 時期

令 和 2年 12月 1日

令和 31年 4月 1日

令和 3年 4月 1日

区    分

令和 2年 12月 期分

令和 3年度以降分

勤務 1時間当たりの給与額の算出方法

の見直し
' ‐    ′

期末・勤勉手当

の改定

■
μ
Ｎ
Ｉ


